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(57)【要約】
【課題】液体を被送液箇所に流す既存の送液管に簡易に
配置することができるマイクロバブル生成器を提供する
。
【解決手段】気体を溶解した液体からマイクロバブルを
生成するマイクロバブル生成器であって、外周に溝が穿
設され内部に前記液体を通しマイクロバブルを生成する
マイクロバブル生成路を備える筒と、前記溝に嵌められ
弾性を備えるＯリングと、からなり、前記液体を被送液
場所に流す送液管内に配置され、前記Ｏリングで前記送
液管と前記筒との間をシールすることを特徴とするマイ
クロバブル生成器の構成とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
気体を溶解した液体からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、
外周に溝が穿設され内部に前記液体を通しマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成
路を備える筒と、前記溝に嵌められ弾性を備えるＯリングと、からなり、
前記液体を被送液場所に流す送液管内に配置され、前記Ｏリングで前記送液管と前記筒と
の間をシールすることを特徴とするマイクロバブル生成器。
【請求項２】
被送液場所にマイクロバブル混合液体を供給する管路構造であって、
被送液場所に液体を流す送液管と、前記送液管内に配置され、前記Ｏリングで前記送液管
と前記筒との間をシールする請求項１に記載のマイクロバブル生成器と、からなることを
特徴とするマイクロバブル生成管路構造。
【請求項３】
気体を溶解した液体からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、
外周に溝が穿設され一方の端部にフランジを設け内部に前記液体を通しマイクロバブルを
生成するマイクロバブル生成路を備える筒と、前記溝に嵌められ弾性を備えるＯリングと
、からなり、
前記液体を被送液場所に流す送液管の端部に前記フランジで係止されるとともに、前記送
液管と前記筒との間を前記Ｏリングでシールすることを特徴とするマイクロバブル生成器
。
【請求項４】
被送液場所にマイクロバブル混合液体を供給する管路構造であって、
前記液体が水道水、前記被送液場所が水洗便器、前記送液管が給水管であり、前記水洗便
器に前記水道水を流す前記給水管と、前記給水管の端部に前記フランジで係止されるとと
もに前記給水管と前記筒との間を前記Ｏリングでシールする請求項３に記載のマイクロバ
ブル生成器と、からなることを特徴とするマイクロバブル生成管路構造。
【請求項５】
気体を溶解した液体からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、
前記液体を被送液場所に流す送液管の端部間に螺合し内部に第二内ネジ部を備えるジョイ
ント管と、一方の端部の外周に前記第二内ネジ部に螺合するネジ部を備え前記ネジ部側の
端部にフランジを設け内部に前記液体を通しマイクロバブルを生成するマイクロバブル生
成路を備える筒と、からなり、前記ジョイント管と前記筒との間を前記第二内ネジ部とネ
ジ部との螺合でシールすることを特徴とするマイクロバブル生成器。
【請求項６】
被送液場所にマイクロバブル混合液体を供給する管路構造であって、
被送液場所に液体を流す送液管と、前記送液管の端部間に前記ジョイント管が螺合すると
ともに前記ジョイント管と前記筒との間を前記第二内ネジ部とネジ部の螺合でシールする
請求項５に記載のマイクロバブル生成器と、からなることを特徴とするマイクロバブル生
成管路構造。
【請求項７】
前記マイクロバブル生成路が、前記液体の入口側端部から中心部にいくにしたがって内径
が徐々に狭まる第一流路と、前記第一流路に接続する第二流路と、前記第二流路に接続し
前記液体の出口側他端に向け内径が徐々に広がる第三流路と、からなることを特徴とする
請求項１、請求項３、又は請求項５の何れか１項に記載のマイクロバブル生成器。
【請求項８】
前記気体を溶解した液体が、空気を自然溶解している水道水であることを特徴とする請求
項２又は請求項６に記載のマイクロバブル生成管路構造。
【請求項９】
前記被送液場所が、洗濯機内部又は食洗機内部であることを特徴とする請求項８に記載の
マイクロバブル生成管路構造。
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【請求項１０】
請求項９に記載のマイクロバブル生成管路構造を備えたことを特徴とする洗濯機。
【請求項１１】
請求項９に記載のマイクロバブル管路構造を備えたことを特徴とする食器洗浄器。
【請求項１２】
前記液体が液体燃料であり、前記被送液場所が内燃機関内部であることを特徴とする請求
項２又は請求項６に記載のマイクロバブル生成管路構造。
【請求項１３】
請求項１２に記載のマイクロバブル生成管路構造を備えたことを特徴とするオートモービ
ル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、気体を溶解した液体の流体からマイクロバブルを発生させるマイクロバブル
生成器及びそれを備えたマイクロバブル生成管路構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロバブルについての研究は、１９８５年頃からスタートした。マイクロバブルは
、新しい技術分野であるため、解明されていない点も多い。現在、マイクロバブルについ
て以下の２つの現象が知られている。
【０００３】
　一つは、マイクロバブルのサイズが小さいことから繊維や毛穴などの奥まで入り込み易
い浸透現象である。もう一つは、圧壊である。圧壊は、マイクロバブルが水中に吐出され
ることで、水中の水圧に押しつぶされ、さらに小さなナノバブルとなり、やがて破壊され
る現象である。この圧壊が起きる時に、時速約４００キロ前後の超音波が発生し、５５０
０度近い高熱を発すると言われている。そして、この２つの現象の相互作用により、汚れ
などが取れやすくなると言われている。
【０００４】
　その他の具体的利用例として、水産分野においては、水中にマイクロバブルを発生させ
ることで淡水魚と海水魚を同時に生育させる事例、カキの赤潮被害を防止した事例、ホタ
テの養殖効率を向上させた事例などが報告されている。
【０００５】
　また、船舶分野においては、マイクロバブルを船底に流して船の抵抗を軽減させ、船の
スピードを上げる研究がある。また、自動車関連分野においては、内燃機関（エンジン）
にマイクロバブル生成器を通して、空気を含んだ混合燃料を噴射させることで、燃焼効率
の改善を行う技術も研究されている。
【０００６】
　また、大気中の空気を取り込み、マイクロバブルを発生させる装置を付けたシャワーヘ
ッドなどが販売されている。さらに、浴槽用の循環式マイクロバブル発生装置なども販売
されている。
【０００７】
　以上のように、マイクロバブルについての利用、研究は、広範な技術分野で行われてい
る。
【０００８】
　ここで、マイクロバブルを発生させる手段として、高速せん断方式、加圧圧壊方式、キ
ャビテーション方式など、６種類ほどが知られている。その多くが、アスピレータ方式な
どで、外部から空気を吸引している。或いは、強制注入している。
【０００９】
　他方、特許文献１には、外部から空気を吸入することなく、溶存空気からマイクバブル
を発生させる、キャビテーション方式のマイクロバブル発生装置が公開されている。
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【００１０】
　特許文献１のマイクロバブル発生装置は、高圧ポンプによる旋回流を必要としない簡単
な構造で、高速の水流が、狭い間隔で配置した複数個のノズルを通過する際に生じるキャ
ビテーションを利用して、溶存空気によるマイクロバブルを発生させるものであって、（
ａ）入口２ｅから出口２ｆに向かってその中心軸に直交する断面積を漸減する通水用入口
側の第１ノズル３と、（ｂ）入口側の第１ノズル３との間に連通路８を介して連続して配
設され、入口４ｅから出口４ｆに向かってその中心軸に直交する断面積を漸増する通水用
出口側の第２ノズル４と、（ｃ）前記連通路８にのみ開口した側室８ｂとを有することを
特徴とするものである。
【００１１】
　しかしながら、マイクロバブル生成器を既存の配管への簡易な配置する手段、既存の液
流体を用いた具体的実用例については、十分な提案がなされていない。例えば、特許文献
２には、シャワーヘッドにベンチュリー管１を内蔵させた、マイクロバブルを発生させる
シャワーヘッドが開示されている。しかし、ベンチュリー管１は、シャワーヘッド内部に
既存品では通常存在しない環状の突起部にゴムパッキン７を係止して、ベンチュリー管１
を係止し、止水している。したがって、当該発明に特化した特注（内部環状突起を備える
）のシャワーヘッドが必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００９－１３６８６４号公報
【特許文献２】特開２００６－１１６５１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　そこで、本発明は、液体を被送液箇所に流す既存の送液管に簡易に配置することができ
るマイクロバブル生成器、及び配管にマイクロバブル生成器を備えた具体的なマイクロバ
ブル生成管路構造を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　マイクロバブルの効果としては、ミクロの気泡による洗浄効果とともに、マイクロバブ
ルが圧壊する時にだす超音波と高熱よる洗浄効果がある。この効果を洗濯機や食洗機、小
便器などの給水経路に組み込むことで洗浄力を高めようと考えた。
【００１５】
　その際の条件として一般的な水道水の給水圧力０．１ＭＰａ程度の圧力で、かつ、一般
に配管されている水道水の給水管の管径で、さらに外部から空気を取り込まずに、水道水
の中に含まれている含有空気をマイクロバブル化できる管路形状とその配置方法を検討し
た。そして、既存の送液管に簡易に導入する方法を検討した。
【００１６】
　そして、本発明は、上記の課題を解決するために、
　（１）
気体を溶解した液体からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、
外周に溝が穿設され内部に前記液体を通しマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成
路を備える筒と、前記溝に嵌められ弾性を備えるＯリングと、からなり、
前記液体を被送液場所に流す送液管内に配置され、前記Ｏリングで前記送液管と前記筒と
の間をシールすることを特徴とするマイクロバブル生成器の構成とした。
　（２）
被送液場所にマイクロバブル混合液体を供給する管路構造であって、
被送液場所に液体を流す送液管と、前記送液管内に配置され、前記Ｏリングで前記送液管
と前記筒との間をシールする　（１）に記載のマイクロバブル生成器と、からなることを
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特徴とするマイクロバブル生成管路構造の構成とした。
　（３）
気体を溶解した液体からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、
外周に溝が穿設され一方の端部にフランジを設け内部に前記液体を通しマイクロバブルを
生成するマイクロバブル生成路を備える筒と、前記溝に嵌められ弾性を備えるＯリングと
、からなり、
前記液体を被送液場所に流す送液管の端部に前記フランジで係止されるとともに、前記送
液管と前記筒との間を前記Ｏリングでシールすることを特徴とするマイクロバブル生成器
の構成とした。
　（４）
被送液場所にマイクロバブル混合液体を供給する管路構造であって、
前記液体が水道水、前記被送液場所が水洗便器、前記送液管が給水管であり、前記水洗便
器に前記水道水を流す前記給水管と、前記給水管の端部に前記フランジで係止されるとと
もに前記給水管と前記筒との間を前記Ｏリングでシールする（３）に記載のマイクロバブ
ル生成器と、からなることを特徴とするマイクロバブル生成管路構造の構成とした。
　（５）
気体を溶解した液体からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、
前記液体を被送液場所に流す送液管の端部間に螺合し内部に第二内ネジ部を備えるジョイ
ント管と、一方の端部の外周に前記第二内ネジ部に螺合するネジ部を備え前記ネジ部側の
端部にフランジを設け内部に前記液体を通しマイクロバブルを生成するマイクロバブル生
成路を備える筒と、からなり、前記ジョイント管と前記筒との間を前記第二内ネジ部とネ
ジ部との螺合でシールすることを特徴とするマイクロバブル生成器の構成とした。
　（６）
被送液場所にマイクロバブル混合液体を供給する管路構造であって、
被送液場所に液体を流す送液管と、前記送液管の端部間に前記ジョイント管が螺合すると
ともに前記ジョイント管と前記筒との間を前記第二内ネジ部とネジ部の螺合でシールする
（５）に記載のマイクロバブル生成器と、からなることを特徴とするマイクロバブル生成
管路構造の構成とした。
　（７）
前記マイクロバブル生成路が、前記液体の入口側端部から中心部にいくにしたがって内径
が徐々に狭まる第一流路と、前記第一流路に接続する第二流路と、前記第二流路に接続し
前記液体の出口側他端に向け内径が徐々に広がる第三流路と、からなることを特徴とする
（１）、（３）、又は（５）の何れかに記載のマイクロバブル生成器の構成とした。
　（８）
前記気体を溶解した液体が、空気を自然溶解している水道水であることを特徴とする（２
）又は（６）に記載のマイクロバブル生成管路構造の構成とした。
　（９）
前記被送液場所が、洗濯機内部又は食洗機内部であることを特徴とする（８）に記載のマ
イクロバブル生成管路構造の構成とした。
　（１０）
（９）に記載のマイクロバブル生成管路構造を備えたことを特徴とする洗濯機の構成とし
た。
　（１１）
（９）に記載のマイクロバブル管路構造を備えたことを特徴とする食器洗浄器の構成とし
た。
　（１２）
前記液体が液体燃料であり、前記被送液場所が内燃機関内部であることを特徴とする（２
）又は（６）に記載のマイクロバブル生成管路構造の構成とした。
　（１３）
（１２）に記載のマイクロバブル生成管路構造を備えたことを特徴とするオートモービル
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の構成とした。
【００１７】
　以前から、ベルヌーイの法則にあるように絞り込んだ流水路を徐々に開放することでキ
ャビテーションが起こることは分かっていたが、そのような装置は一般家庭の水道管の給
水管径、給水圧の条件のもとでは期待した量のマイクロバブルの発生を引き起こすことが
できるとは考えられていなかったためか、製品化されていなかった。一般家庭の水道管径
１３ｍｍ、給水圧力０．１ＭＰａを条件とすると、マイクロバブルを発生させるためには
、外部から空気を取り込んだり、圧力を加えたりする必要があると考えられていた。
【００１８】
　洗濯機などをみると洗濯機の給水取入れ口部分に流速を弱めるためのオリフィスや樹脂
製の妨害物などがあるが、基本的には給水路を徐々に絞ってから、また徐々に開放するよ
うな管路構造（マイクロバブル生成路（第一流路２ｃ～第三流路２ｅ））は給水管の常識
からは必要のないものであった。同じく食洗機にもそのような管路は必要のないものであ
った。また小便器の洗浄にもスムーズな水の散水が望ましかった。
【００１９】
　洗濯機などでマイクロバブルを発生させるためには、給水管や内部配管の管路のどこか
に、入口側から円錐状に内径が絞り込まれた後で、徐々に開放されるように、その絞り込
まれた管路が再び円錐状に広がっていく、マイクロバブル生成路を形成し、キャビテーシ
ョンを発生させ、その陰圧を利用してマイクロバブル化する方向で検討した。
【００２０】
　その結果、水道管径１５Ａ（１３ｍｍ）、給水圧０．１ＭＰａ程度、空気を含有した一
般的な水道水という条件で、円錐と円錐の各々の先端部分をつないだ形状にすることでマ
イクロバブルの発生が確認できた。この時、マイクロバブル生成路の形状は上下対称であ
る必要はない。
【００２１】
　検討で、使用したマイクロバブル生成路は、黄銅製の切削加工品を利用したが、精度が
確保できるなら樹脂や鋳物などで作っても良い。また、ラッパ状の筒を二本つくり、それ
ぞれのラッパの吹き口部分で接続してもよい。また、ラッパ状の構造を形成して給水管へ
ネジ接続しても良い。さらには、給水管と一体で作ってもよい。また、給水管の一部分を
絞り込んで図示したマイクロバブル生成路を形成してもよい。いずれにしても、マイクロ
バブル生成路を備えればよい。
【００２２】
　一般的な水道管においても、径の異なる給水管を繋いだ場合には、接続箇所で乱流など
が発生し、キャビテーションにより気泡が発生することもあると思われるが、単なる段差
ではマイクロバブルの発生量も少なく、気泡の直径も大きいと思われる。水道管内に意図
的にマイクロバブル発生流路、例えば、ここで例示した第一流路２ｃ～第三流路２ｅを設
けることで、初めて期待される量と直径のマイクロバブルの発生が確認できる。
【００２３】
　本発明であるマイクロバブル生成器１におけるマイクロバブル生成路においては、給水
圧が高くなるとマイクロバブルの発生量も増加する。しかしながら、一般家庭における水
道管の圧力（０．１～０．５ＭＰａ程度）であっても、十分な量と直径のマイクロバブル
を確認できる。マイクロバブル生成器を導入する送液管の径が太ければ、圧力を高め、送
液管の管径が細ければ圧力を低くすることもできる。また、液流体の圧力は、０．１～０
．１５Ｍｐａの低圧、０．４～０．５ＭＰａ程度の高圧でも十分マイクロバブルを生成す
ることができる。
【００２４】
　また、給水の温度が高くなると、含有空気量は減少するものの、含有空気（溶存空気）
の状態が不安定になるためであるか、ある一定温度近辺でのマイクロバブルの生成量は増
加する。また、温水と冷水を混合すると、一層マイクロバブルが生成する。例えば、温水
６０℃、冷水１０℃をミックスした４０℃混合水などが好適である。
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【００２５】
　また、本発明であるマイクロバブル生成器１におけるマイクロバブル生成路において、
給水中に含まれる含有空気の量によってもマイクロバブルの生成量は影響される。しかし
ながら、一般家庭に供給されている水道水（通常以上に加圧、空気注入などしていない、
空気を自然溶解している状態の水道水）であっても、十分な量と直径のマイクロバブルを
確認することができる。
　
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は、マイクロバブル生成路を内部に備える筒の外周に弾性を備えるＯリングが嵌
められているため、既存の送液管はそのままで、その送液管内部に、マイクロバブル生成
器を配置することができ、既存の送液管を用いたマイクロバブル生成管路構造を容易に構
築することができる。
【００２７】
　また、Ｏリングは、液体を通す送液管とマイクロバブル生成路を備える管との間をシー
ルするため、液体の全流量をマイクロバブル生成路に通すことができる。流体が送液管と
筒の間から逃げず、また筒内の送液圧力の損失もない。
【００２８】
　また、本発明は、マイクロバブル生成路を内部に備える筒の端部にフランジを備えるこ
とで、既存の送液管の端部の内部に簡単に位置固定することができる。
【００２９】
　また、本発明は、マイクロバブル生成路を内部に備える筒をジョイント管内に備え、ジ
ョイント管を送液管の間に螺合することで、既存の送液管の任意の場所に螺合によって導
入することができる。
【００３０】
　マイクロバブルを混合した液体の送液場所が、洗浄場所、トイレ、洗濯機、食器洗浄機
などであれば、洗浄力が向上するとともに、簡易かつ低廉でマイクロバブル生成能を付加
した、商品開発が可能になる。また、既に施工されている機器に後からマイクロマブル生
成器を取り付けることも容易である。
【００３１】
　マイクロバブルを混合した液体の送液場所が、内燃機関であれば、燃焼効率が向上する
。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】（Ａ）実施例１のマイクロバブル生成器の正面図及び（Ｂ）マイクロバブル管路
構造の断面模式図である。なお、（Ｂ）のマイクロバブル生成器の断面は、図１（Ａ）の
Ａ－Ａ‘断面図模式である。
【図２】実施例２のマイクロバブル生成器の（Ａ）平面、（Ｂ）正面図、（Ｃ）底面図で
ある。
【図３】実施例２のマイクロバブル生成器の図２のＢ－Ｂ‘断面図模式である。
【図４】実施例２のマイクロバブル生成管路構造（スパッド）の断面模式図である。
【図５】実施例３のマイクロバブル生成管路構造の断面模式図である。
【図６】実施例４のマイクロバブル生成管路構造の断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、添付図面に基づき本発明について詳細に説明する。なお、本発明は下記実施例に
限定されるものではない。
【実施例１】
【００３４】
　本発明は、液体に外部から空気を吸引、注入されることなく、また液体を高圧に加圧す
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ることなく、その他マイクロバブル生成のための特別な処理をすることなく、空気に触れ
ていた既存の流体、例えば一般的な水道水、流体燃料などを利用して、マイクロバブルを
発生させるためのマイクロバブル生成器及びマイクロバブル生成管路構造である。
【００３５】
　図１に示すように本発明の１例であるマイクロバブル生成器１は、気体を溶解した液体
５からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、筒２と、Ｏリング３、
３と、からなる。
【００３６】
　筒２は、外周に全周にわたって溝２ａ、２ａが穿設され、内部に液体５を通し、マイク
ロバブルを生成するマイクロバブル生成路を備える。筒２は送液管４に挿入されるため、
両端部はテーパー２ｂとすると、送液管４への筒２の挿入がスムーズになる。
【００３７】
　マイクロバブル生成路は、液体５の入口側端部から液体５の流れ方向の中心部にいくに
したがって内径が徐々に狭まる第一流路２ｃと、第一流路２ｃに接続する第二流路２ｄと
、第二流路２ｄに接続し液体５の出口側他端に向け内径が徐々に広がる第三流路２ｅと、
からなる。なお、図１では、液体５の流れは上から下として示しているが、図１のマイク
ロバブル生成路を備えるマイクロバブル生成器１では、液体５の流れは上下逆転しても構
わない。このような形状であれば、設置の向きを気にする必要がなく、設置方向を誤るこ
ともない。
【００３８】
　Ｏリング３は、溝２ａに嵌められ弾性を備え、筒２側面の外径より外径が大きい輪であ
る。例えば、輪状のゴム製パッキン、シリコン製雄パッキンなどが例示できる。素材は、
流れる液体５により適宜選択する。
【００３９】
　このようにしてなるマイクロバブル生成器１は、液体５を被送液場所に流す送液管４内
に配置され、Ｏリング３が送液管４と筒２との間に位置し、送液管４と筒２とで挟まれ、
圧縮され、送液管４と筒２との間をシールする。この結果、簡易に、マイクロバブル生成
器１を送液管４の内部に配置できるとともに、液体５をもれなくマイクロバブル生成路に
流すことができ、液体５の圧力損失なく利用することができることとなる。マイクロバブ
ル生成器１は、送液管４内で液体５の流れに押され、送液管４の端部、段差部、細くなっ
た送液管部、或いは湾曲部に係止されてもよいし、送液管４をつぶすことなどで任意の場
所に係止することもできる。
【００４０】
　図１に示すように本発明の１例であるマイクロバブル生成管路構造１ａは、被送液場所
にマイクロバブル混合液体を供給する管路構造であって、被送液場所に液体５を流す送液
管４と、送液管４内に配置され、Ｏリング３で送液管４と筒２との間をシールするマイク
ロバブル生成器１と、からなる。
【００４１】
　このような、マイクロバブル生成管路構造１ａは、一般的な水道水を利用して、その管
路でキャビテーションを起こさせ、水道水に含有されている空気を簡易かつ低廉にマイク
ロバブル化することができる。実施例２、３も同様である。
【００４２】
　例えば、送液場所が、洗濯器、食器洗浄器、水洗便器などであれば、それら洗浄場所に
水道水などを流す給水管内にマイクロバブル生成器を配置することで、簡易にマイクロバ
ブル生成管路構造を構築することができる。さらに、給水管として、自動車、航空機など
の洗浄装置の水を通す配管、例えばスプレー管、なども例示することができる。
【００４３】
　そして、マイクロバブル混合水がそれら被送液場所に送液されることで、それら被送液
場所での洗浄力が向上するとともに、その後に続く排水路内の洗浄効果も期待できる。
【００４４】
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　また、送液場所が、内燃機関（エンジン）であれば、内燃機関の燃料噴射孔に連結する
管路にマイクロバブルを発生させるためのマイクロバブル生成器（例えば、後述のマイク
ロバブル生成器２６）を設けて、燃料をマイクロバブル状にして噴射させることにより燃
焼効率の向上が期待できる。同様に、バーナーなどの燃焼機器の燃料噴射孔に連結する管
路にマイクロバブルを発生させるためのマイクロバブル生成器を設けて燃費効率を上げる
ことができる。
【００４５】
　内燃機関を備えたものとして、オートモービルが例示できる。オートモービルには、自
動車、自動二輪車が含まれる。また、火力発電所などにも応用できる。
【００４６】
　その他、船舶の船首部分の船底にマイクロバブルを発生させるためのマイクロバブル生
成管路構造を設けて、マイクロバブルを生成し、船底に流し、船底の抵抗を削減させ、船
舶のスピードアップを図ることができる。
【実施例２】
【００４７】
　図２－４に示すように本発明の１例であるマイクロバブル生成器１１は、気体を溶解し
た液体５からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、筒１２と、Ｏリ
ング３、３と、からなる。
【００４８】
　筒１２は、外周に全周にわたって溝２ａ、２ａが穿設され、一方の端部にフランジ１２
ｆを設け、内部に液体５を通しマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成路（第一流
路２ｃ、第二流路２ｄ、第三流路２ｅ）を備える。
【００４９】
　このようにしてなるマイクロバブル生成器１１は、液体５を被送液場所に流す送液管４
の端部にフランジ１２ｆで係止されるとともに、実施例１同様に、送液管４と筒１２との
間をＯリング３でシールする。液体５の流れは上下逆転しても構わない。図３（Ｂ）、（
Ｃ）に示すように、送液管４の端部に係止される。
【００５０】
　図４に、マイクロバブル生成器１１を利用した、水洗便器（小便器１３）用のマイクロ
バブル生成管路構造１１ａを示した。マイクロバブル生成器１１を導入した箇所は、陶磁
器製の小便器１３に水洗トイレ用流水５ａ（水道水）を供給する、既存のスパッドの給水
管４ａの端部である。
【００５１】
　マイクロバブル生成管路構造１１ａは、小便器１３内にマイクロバブル混合液体を供給
する管路構造であって、水洗トイレ用流水５ａを小便器１３に送る給水管４ａと、給水管
４ａの端部にフランジ１２ｆで係止されるとともに前記給水管と筒との間を前記Ｏリング
でシールするマイクロバブル生成器１１と、からなる。
【００５２】
　次に、マイクロバブル生成管路構造１１ａの組み立てについて、説明する。陶磁器製の
小便器１３は、図４に示すように、給水管４ａから供給される水洗トイレ用流水５ａを、
底部に孔１３ｒが穿設された空洞部１３ｐで受け、孔１３ｒから洗浄水５ｂとして、小便
器１３の壁に分散して流す。スパッドを組み立てるには、小便器１３の上面１３ａの開口
部１３ｎ内で作業する。
【００５３】
　先ず、小便器１３の上面１３ａの開口部１３ｎに、上部が管状で、内部に中心に向かっ
て略水平の突出した突起１３ｍ、側面にネジ部１３ｋを備え、下部がスカート状に拡張し
たノズル１３ｂを空洞部１３ｐに落とさないように挿入する。ノズル１３ｂの拡張部は、
開口部１３ｎより径が小さい。
【００５４】
　続いて、ノズル１３ｂを保持したまま、ゴム製のスカート状の三角パッキン１３ｃをノ
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ズル１３ｂ上部からノズル１３ｂに嵌めるとともに、開口部１３ｎ内に挿入する。その上
で、ノズル１３ｂの上部からパッキン１３ｄ、ワッシャ１３ｈを挿入し、フランジ付きナ
ット１３ｅで、締め付ける。
【００５５】
　その結果ノズル１３ｂは、小便器１３の上面１３ａの開口部１３ｎに固定されるととも
に、三角パッキン１３ｃでノズル１３ｂと、開口部１３ｎとの間をシールする。さらに、
パッキン１３ｄも開口部をシールする。
【００５６】
　続いて、給水管４ａの端部にマイクロバブル生成器１１を圧入し、給水管４ａをノズル
１３ｂの中へ挿入する。マイクロバブル生成器１１はノズル１３ｂの内フランジ１３ｍに
係止されることになる。また、給水管４ａの端部の外周には、締め付けナット１３ｇ、ワ
ッシャ１３ｉ、パッキン１３ｆの順で、挿入しておく。
【００５７】
　最後に、ノズル１３ｂへ挿入された給水管４ａを、締め付けナット１３ｇで締め付ける
とパッキン１３ｆで、ノズル１３ｂの上部がシールされる。また、Ｏリング３は、給水管
４ａと筒１２との間をシールする。そして、マイクロバブル生成器１１のフランジ１２ｆ
は、給水管４ａの端部とノズル１３ｂの内フランジ１３ｍとの間に位置する。
【００５８】
　このように、マイクロバブル生成器１１を、スパッド構造を備える既設の小便器１３に
外観上の変更なしに導入できる。当然新設の場合も同じである。また、最近では、小便器
の洗浄のための散水方式としては、スパッドを介して小便器の陶器部分に開口した孔１３
ｒから散水せずに、給水管から直接スプレッダーと呼ばれる樹脂製や金属製の拡散ノズル
に直結し、散水するものもある。そのような構造の場合には、マイクロバブル生成器１の
形状が適することもある。同様に、ロータンク式大便器への給水管にも導入することがで
き、マイクロバブル混合洗浄水を小便器や大便器へ導入することで、便器面のみならず、
建物内に配管された排水管の管内の洗浄もできる。
【実施例３】
【００５９】
　図５に示すように本発明の１例であるマイクロバブル生成器２１は、気体を溶解した液
体５からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、両端にネジを切った
ジョイント管２４と、キャビテーションを起こさせるための筒２２と、パッキン２３、２
３ａと、からなる。
【００６０】
　ジョイント管２４は、液体５を被送液場所に流す送液管４の端部４ｂ、４ｃ（点線）間
に螺合し、内部にキャビテーションを起こさせるための筒２２をジョイント管２４に螺合
させるための第二内ネジ部２４ｃを備える。ジョイント管２４の一端の内面には内ネジ部
２４ａを、他端の外周には外ネジ部２４ｂを備え、送液管４の両端部４ｂ、４ｃのネジ部
と螺合する。パッキン２３ａは、Ｏリングが例示できるが、Ｏリングに代えて送液管４の
端部４ｂの先端部とジョイント管２４の内部との間に、平パッキンを用いることもできる
。
【００６１】
　筒２２は、一方の端部の外周に第二内ネジ部２４ｃに螺合するネジ部２２ａを備え、ネ
ジ部２２ａ側の端部にフランジ２２ｂを設けて当たり止めとし、内部には液体５を通しマ
イクロバブルを生成するマイクロバブル生成路（第一流路２ｃ、第二流路２ｄ、第三流路
２ｅ）を備える。そして、ジョイント管２４と筒２２との間を第二内ネジ部２４ｃとネジ
部２２ａとの螺合でシールする。
【００６２】
　ジョイント管２４の外ネジ部２４ｂには輪状のパッキン２３が嵌められ、ジョイント管
２４と送液管４の端部４ｃとをシールする。同様に、送液管４の端部４ｂにも輪状のパッ
キン２３ａが嵌められ、ジョイント管２４と送液管４の端部４ｂとをシールする。ここで
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のシールは輪状のパッキンを図示したが、状況によっては平板状のパッキンやシールテー
プでシールしても良い。
【００６３】
　このようなマイクロバブル生成器２１であれば、送液管４の両端部４ｂ、４ｃに連結す
るだけで、簡易にマイクロバブル生成管路構造２１ａを形成することができる。従って、
既存の送液管４にも簡易にマイクロバブル生成器２１を導入し、マイクロバブル混合液体
を被送液場所に供給することができる。
【００６４】
　被送液の入り口側のスペース２５は被送液に回転を加えて旋回流とし、流速を上げるた
め、１５度偏芯した４つの開口を持った樹脂製のプレートを取り付けるためのスペースで
ある。このプレートは給水圧などの条件によっては取り付けた方が良い場合と取り付けな
いでもよい場合がある。
【実施例４】
【００６５】
　図６に示すように本発明の１例であるマイクロバブル生成器２６は、気体を溶解した液
体５からマイクロバブルを生成するマイクロバブル生成器であって、筒２７の一端の外周
にネジ部２７ａ、内部にマイクロバブル生成流路を備える。マイクロバブル生成路は、前
記第一流路２ｃ、第二流路２ｄ、第三流路２ｅである。
【００６６】
　ネジ部２７ａと送液管４の内部に設けた内ネジ部４ｅと螺合する。そして、止水は、既
存のシールテープを用い、ネジ部２７ａに巻き、送液管４の内ネジ部４ｅに螺合させれば
よい。このようにして、既存の配管にマイクロバブル生成器を配置し、簡易にマイクロバ
ブル生成管路構造２６ａを構築することができる。
【符号の説明】
【００６７】
１　　　マイクロバブル生成器
１ａ　　マイクロバブル生成管路構造
２　　　筒
２ａ　　溝
２ｂ　　テーパー
２ｃ　　第一流路
２ｄ　　第二流路
２ｅ　　第三流路
３　　　Ｏリング　
４　　　送液管
４ａ　　給水管
４ｂ　　端部
４ｃ　　端部
４ｅ　　ネジ部
５　　　液体
５ａ　　水洗トイレ用流水
５ｂ　　洗浄水　　
１１　　マイクロバブル生成器
１１ａ　マイクロバブル生成管路構造
１２　　筒
１２ｆ　フランジ
１３　　小便器
１３ａ　上面
１３ｂ　ノズル
１３ｃ　三角パッキン
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１３ｄ　パッキン
１３ｅ　フランジ付きナット
１３ｆ　パッキン
１３ｇ　締め付けナット
１３ｈ　ワッシャ
１３ｉ　ワッシャ
１３ｋ　ネジ部
１３ｍ　内フランジ
１３ｎ　開口部
１３ｐ　空洞部
１３ｒ　孔
２１　　マイクロバブル生成器
２１ａ　マイクロバブル生成管路構造
２２　　筒
２２ａ　ネジ部
２２ｂ　フランジ
２３　　パッキン
２３ａ　パッキン
２４　　ジョイント管
２４ａ　内ネジ部
２４ｂ　外ネジ部
２４ｃ　第二内ネジ部
２５　　スペース
２６　　マイクロバブル生成器
２６ａ　マイクロバブル生成管路構造
２７　　筒
２７ａ　ネジ部
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【図５】 【図６】
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